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１．はじめに 

 

屋外広告物等は、設置している周囲に配慮のない

大きさや色、管理の悪さなどから景観の阻害要因と

なっている。しかし、地権者や広告主の景観に対す

る意識の低さ、違法の広告物でも有価物として認め

られているなどの理由で美しい景観地域でも沿道に

は広告物等が乱立している箇所が少なくないのが現

状である。 

本研究では、自然景観が観光資源となっている北

海道の旭川市～上富良野町を対象として、国道沿道

にある屋外広告物について詳細な現状調査を行った。

調査結果から、キロポストごとの設置数、広告物の

種類、広告主、産業分類、設置形態などを分類し、

撤去などの困難性を社会的条件（屋外広告物の必要

性）と物理的条件（撤去費用）から評価した。 

同時に実施した屋外広告物の撤去に関する先進事

例調査を行い、構造的方略と心理的方略について分

類した。また、調査対象路線において、屋外広告物

との撤去を行い、その成功の要因について評価した。 

最後に、屋外広告物の撤去における実施体制の連

携手法について考察した。 

 

２．現状調査 

 

（１）調査概要 

北海道旭川市を起点とする国道 237 号の沿道にお

ける屋外広告物について、数量や広告主などについ

て現状調査を行った。 

表－１ 調査箇所・対象 

調査箇所 国道 237 号 6kp（旭川市西神楽） 

～45kp（上富良野町島津） 

調査対象 沿道の屋外広告物及びサイン 

（道路付帯施設は除く） 

 

（２）調査方法 

屋外広告物についてキロポストごとに集計するこ

とを目的とした現地踏査を行った。 

表－２ 調査期間・項目 

調査期間 2003 年 10 月 

調査項目 ・屋外広告物の形状 

・キロポストごとの数量 

 

（３）キロポストごとの設置数 

キロポストごとに設置数を分類すると、旭川市西

神楽、美瑛市街地、上富良野町深山峠、上富良野町

日の出に集中していることがわかった。（図－１） 

これら屋外広告物等が多い地域は以下のような特

色があり、撤去を行う際の手法にも考慮が必要と考

えられる。 

a）旭川市西御料・西神楽 

町内会などの団体で設置している規制サイン

（交通安全旗、電柱標語）が多い。他にも廃屋や

バス停へのはり札も目立つ。 

b）美瑛市街地 

飲食店、宿泊施設などの立看板が多い。特に市

街地入り口に無秩序に立てられているものが目立

つ。ただし、ペンションなど国道から数 km離れた

施設への誘導が多い。 

c）上富良野町深山峠・日の出 

飲食店、観光施設の固定広告物、のぼり旗が多

い。沿道の施設に関する屋外広告物が多い。 

 

 

＊キーワーズ：屋外広告物,景観,態度変容行動 
＊＊正員、工学修士、(社)北海道開発技術センター 

（北海道旭川市緑が丘東１条３丁目１番６号 
TEL0166-66-5601、FAX0166-66-5602）

＊＊＊正員、工学博士、(社)北海道開発技術センター 
（北海道札幌市中央区南１条東２丁目 11 番地 

TEL011-271-3028、FAX011-271-5115）
＊＊＊＊正員、北海道開発局道路計画課 

（北海道札幌市北区北８条西２丁目 
TEL011-709-2311 内 5357、FAX011-757-3270）



図－１ キロポストごとの設置数 

 

（２）屋外広告物等の種類 

屋外広告物を広告物（北海道屋外広告物条例 1）に

よる種別）、サイン（街のサイン計画 2）による種別）

の２種に大別する。サインは「街のサイン計画」に

よると、以下のように分類される。 

 

屋外広告物は、固定広告物（23.94％）、規制サイ

ン（20.45％、交通安全旗・電柱の標語）、のぼり

（19.58％）の順に多くなっている。規制サインとの

ぼりで全体の約 40％を占める（表－３）。 

規制サイン 164 個の内、西御料・西神楽地域だけ

で 145 個（87.88％）あり特に多くなっている。この

地域は、安全・防犯に関する団体が積極的にサイン

を設置していることが特徴的である。また、規制サ

イン中交通安全等の旗は 122 個（74.39％）と多く設

置されている。これらも、西御料・西神楽地域に特

に多い。 

表－３ 屋外広告物等の種類 

 

（３）産業分類 

屋外広告物の広告主を産業分類 3)別に見ると、サ

ービス業（39.40％）、飲食店・宿泊業（20.32％）、

卸売・小売業（13.72％）で、全体の約 70％を占めて

いる（表－４）。これらは、西御料・西神楽地域のよ

うに、規制サインの設置を行う安全・防犯に関する

団体（サービス業）、美瑛市街地・深山峠地域のよう

に観光地として、飲食店・宿泊業、卸売・小売業が

多いためである。上記、屋外広告物の広告主の割合

種別１ 種別２ 計(個) 割合(％)
１　固定広告物 192 23.94
２　立看板 83 10.35
３　電柱広告物 122 15.21
４　アーチ式広告物 0 0.00
５　アドバルーン広告物 0 0.00
６　広告幕・広告網・のぼり・旗 157 19.58
７　はり札 32 3.99
８　はり紙 0 0.00
９　広告車 0 0.00
Ⅰ　記名サイン 12 1.50
Ⅱ　誘導サイン 28 3.49
Ⅲ　案内サイン 4 0.50
Ⅳ　説明サイン 8 1.00
Ⅴ　規制サイン 164 20.45

802 100.00
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a）旭川市西御 a）旭川市西神楽 

美瑛町 

下宇幕別 

美瑛町 

大曲 

b）美瑛町 

市街地 

美瑛町 

美馬牛 

上富良野町 

里仁 

c）上富良野町 

日の出 

c）上富良野町 

美山峠 

上富良野町 

島津 

Ⅰ 記名サイン：対象物の名称を標示することによって他と識
別させる機能をもつもの 

Ⅱ 誘導サイン：利用者を目的の事物まで誘い導く機能をもつ
もの 

Ⅲ 案内サイン：地区、地域やその中の建物、施設などの全体
的な状況を示し、地域内の事物の所在や位置、現在地との
位置関係などを確認するための機能をもつもの 

Ⅳ 説明サイン：管理者など情報の送り手の意図を説明した
り、事物の内容、歴史、操作方法などを解説するための機
能をもつもの 

Ⅴ 規制サイン：安全や秩序を保つために、人間の行動を促す
機能をもつもの 



が高い３つの大分類について、詳細を記している。 

サービス業は、政治・経済・文化団体が 62.66％と

多い。これの大半が地域の安全・防犯に関する団体

になっている。飲食店・宿泊業では一般飲食業が

73.01％となっており、ペンション・ホテルなどの宿

泊業は比較的少ない。卸売・小売業は、飲食料品、

自動車・自転車小売業、その他の小売業（ガソリン

スタンドなど）がそれぞれ約 30％になっている。 

表－４ 産業分類 

※日本標準産業分類（平成 14 年３月改訂）による 

網かけが大分類、それ以外はＪＭＱの中分類になっている 

 

３．屋外広告物の撤去や移設手法の検討 

 

（１）撤去・移設方法の困難度 

現状調査における屋外広告物等について、撤去・

移設の困難さを、社会的条件（看板の必要性、地域

との関連）、物理的条件（撤去費用）で分類する。こ

れらの分類については、北海道屋外広告物条例に記

載されている分類を適用している。 

a）社会的条件 

社会的条件として、屋外広告物の必要性を３種に

分類する。数字が大きいほど必要性が高い。 

これらから、当地域における屋外広告物の分類を、

以下のようにまとめる（表－５）。 

表－５ 必要性分類 

 

b）物理的条件 

撤去費用については、広告物の大きさが関係して

いる。そこで、以下のように分類する。 

これらにより、当地域における屋外広告物の分類

を、以下のようにまとめる（表－６）。 

表－６ 撤去費用による分類 

 

a）社会的条件、b）物理的条件を以下のようにマ

トリックスでまとめる（表－７）。各条件欄の数字が

大きいほど撤去が困難である。本地域において、比

較的撤去しやすいもの（Ａ群）が 49.13％と約半数を

占める。また、撤去の困難なもの（Ｃ群）が 6.48％

となる。その他、撤去時に特に検討が必要なもの（Ｂ

群）が 44.39％と半数近くを占める。 

表－７ 必要性－撤去費用分類 

産業分類 計(個) 割合(％)
Ａ　農業 27 3.37
Ｂ　林業 0 0.00
Ｃ　漁業 0 0.00
Ｄ　鉱業 1 0.12
Ｅ　建設業 23 2.87
Ｆ　製造業 24 2.99
Ｇ　電気・ガス・熱供給・水道業 0 0.00
Ｈ　情報通信業 0 0.00
Ｉ　運輸業 13 1.62
Ｊ　卸売・小売業 110 13.72

55　各種商品小売業 10 9.09
57　飲食料品小売業 36 32.73
58　自動車・自転車小売業 34 30.91
60　その他小売業 30 27.27

Ｋ　金融・保険業 15 1.87
Ｌ　不動産業 11 1.37
Ｍ　飲食店、宿泊業 163 20.32

70　一般飲食店 119 73.01
72　宿泊業 44 26.99

Ｎ　医療、福祉 25 3.12
Ｏ　教育、学習支援業 10 1.25
Ｐ　複合サービス事業 17 2.12
Ｑ　サービス業 316 39.40

80　専門サービス業 7 2.22
84　娯楽業 97 30.70
85　廃棄物処理業 1 0.32
88　物品賃貸業 11 3.48
91　政治・経済・文化団体 198 62.66
92　宗教 1 0.32
93　その他のサービス業 1 0.32

Ｒ　公務 43 5.36
Ｓ　分類不能の産業 4 0.50

計 802 100.00

計(個) 割合(％)
1 広告物 586 73.07
2 サインａ（説明、規制） 172 21.45
3 サインｂ（記名、誘導、案内） 44 5.49

802 100.00

必要性分類

計

計(個) 割合(％)
1 はり札 32 3.99
2 立て看板、のぼり旗、電柱広告物 532 66.33
3 固定広告物 238 29.68

802 100.00

撤去費用分類

計

1.広告物：宣伝などを目的とした屋外広告物 
2.サインａ：説明や注意喚起などを目的としたサイン（説
明サイン、規制サイン） 

3.サインｂ：施設名称、案内など日常生活などで最小限必
要と思われるサイン（記名サイン、誘導サイン、案内サ
イン） 

1.はり札：紙やベニヤ板などで作成されているため撤去・
処分の費用は安価 

2.立て看板、のぼり旗、電柱広告物：はり札に比べ大きい
ため、撤去・処分の費用が高い 

3.固定広告物：上記と比較すると大きく、基礎などもある
ため、撤去・処分の費用が高い 

1 2 3
1 32 362 192 586
2 0 164 8 172
3 0 6 38 44

32 532 238 802

凡例 Ａ群 Ｂ群 Ｃ群

計

計

社会的条件
（必要性分類）

物理的条件
（撤去費用分類）



表－８ 方略による分類 

 

（２）事例収集と分類 

国内における屋外広告物撤去などの事例を整理し、

構造的方略、心理的方略 4)に分類した（表－８）。 

今回の事例収集において、条例や協定などによる

規制（市民などの撤去の協力を得るものも含）が多

く、それらの多くは撤去と設置の繰り返しになる傾

向が報告されている。 

その他、特区に指定することで撤去できる看板の

範囲を広げる「規制緩和」を行う（岐阜市）、看板の

業者に地域の美化運動への参加要請をし、看板を立

てさせないような活動（大阪市十三地区）もある。 

 

（３）調査対象路線での試行 

2004 年に、地域の環境や景観などの活動を行って

いるＮＰＯが屋外広告物等を調査し、撤去を行った。

以下にその事例を示す。（旭川市西神楽） 

表－８ 旭川における屋外広告物撤去等事例 
事例 所有者 相談先 

破れている旗の撤去 地域団体 地域団体 

古くなった固定サインの撤去 地域団体 地域団体 

破損している固定広告物の撤去 民間会社（現在

は倒産） 

土地所有者 

選挙看板 候補者個人 候補者個人 

 

今回の撤去において、以下のことが撤去の成功に

結びついたと思われる。 

・所有者とＮＰＯが知り合いである。 

・広告物等が破損などにより本来の意味（宣伝効果）

を持たなくなっている。 

・表－７におけるＡ・Ｂ群に属し、撤去が比較的容

易であった。 

 

４．考察 

 

これまでの検討より、屋外広告物の撤去に当たっ

て、以下の３種に大別し、撤去活動を進めていく。 

a）Ａ群（表－７の 1-1,1-2,2-1）：比較的撤去しやす

いもの。心理的方略（特にコミュニケーション法）

を主体に利用しながらの撤去活動を行う。 

b）Ｂ群（表－７の 1-3,2-2,3-1）：撤去しにくいもの。

経験誘発法やコミュニケーション法などの心理的

方略を用いながら、資金・労力的な支援も含めた

構造的方略も同時に検討する。 

c）Ｃ群（表－７の 2-3,3-2,3-3）：撤去困難なもの。

周辺のＡ・Ｂ群に含まれる屋外広告物の撤去、景

観に関する勉強会などの啓蒙活動を中心に行う。 
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撤去事例 概　要
特区による簡易除去の緩和（1
件）

特区に指定することで看板の撤去を緩和する。
代表事例：岐阜市5)

公共掲示板の設置（1件） 公共掲示板の設置により、短期間の看板設置を減少させる。
代表事例：横浜市6)

条例・協定などによる規制（18
件）

条例や協定などの法的拘束力により設置に罰則などを持たせる。
代表事例：愛知県春日井市7)

特区による規制（1件） 特区に指定することで看板の設置を規制する。
代表事例：奈良県奈良市8)

イベントによる撤去（7件） 自治体、警察、民間団体などの各種団体が年に数回のイベントの中で違法広告物を撤去。
代表事例：鎌倉市「屋外広告物制度の普及・啓発を図るキャンペーン」9)

看板管理者による撤去（1件） 風紀的理由などにより看板の管理者が撤去。
代表事例：JR東日本「遊興飲食店の広告撤去」10)

民間団体による撤去依頼（3件） 民間団体が看板設置者に撤去の依頼を行う。
代表事例：那覇市天久ピアザ11)

看板主の業者を美化運動に参加要
請（1件）

看板を設置する業者を自分たちの活動に参加するよう要請し、撤去活動を推進する。
代表事例：大阪市淀川区十三地区「不動産業者を、地域の美化運動の仲間に引き入れる」12)
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